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議 案 第 ２ ０ 号

令 和 ４ 年 度 川 越 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ １ 号 ）

令 和 ４ 年 度 川 越 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ １ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

 （ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）  

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  6 7 7 , 1 3 4千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を

歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  1 2 8 , 7 2 7 , 3 9 2千 円 と す る 。

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金

額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

 （ 継 続 費 の 補 正 ）  

第 ２ 条  継 続 費 の 変 更 は 、 「 第 ２ 表 継 続 費 補 正 」 に よ る 。

（ 繰 越 明 許 費 の 補 正 ）

第 ３ 条  繰 越 明 許 費 の 追 加 及 び 変 更 は 、 「 第 ３ 表 繰 越 明 許 費 補 正 」 に よ る 。

 （ 地 方 債 の 補 正 ）  

第 ４ 条  地 方 債 の 変 更 は 、 「 第 ４ 表 地 方 債 補 正 」 に よ る 。

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ３ 日 提 出

  川 越 市 長  川  合   善   明
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第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

（１） 歳　入 （△印　減）　(単位　千円)

款 項

11 地 方 交 付 税 2,470,803    505,147    2,975,950    

１ 地 方 交 付 税 2,470,803    505,147    2,975,950    

13 分 担 金 及 び 負 担 金 879,533    △34,972 844,561    

２ 負 担 金 879,484    △34,972 844,512    

14 使 用 料 及 び 手 数 料 1,955,790    △36,617 1,919,173    

１ 使 用 料 1,305,579    △36,617 1,268,962    

15 国 庫 支 出 金 30,089,391    98,968    30,188,359    

１ 国 庫 負 担 金 20,086,734    2,809    20,089,543    

２ 国 庫 補 助 金 9,912,891    96,159    10,009,050    

16 県 支 出 金 8,702,939    △142,622 8,560,317    

１ 県 負 担 金 6,072,952    △88,572 5,984,380    

２ 県 補 助 金 1,733,871    △13,819 1,720,052    

３ 委 託 金 896,116    △40,231 855,885    

17 財 産 収 入 239,727    72,094    311,821    

２ 財 産 売 払 収 入 71,264    72,094    143,358    

18 寄 附 金 497,979    50,601    548,580    

１ 寄 附 金 497,979    50,601    548,580    

19 繰 入 金 4,221,379    △3,883,313 338,066    

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計
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（△印　減）　(単位　千円)

款 項

１ 基 金 繰 入 金 4,055,006    △3,883,313 171,693    

20 繰 越 金 3,622,658    3,938,250    7,560,908    

１ 繰 越 金 3,622,658    3,938,250    7,560,908    

21 諸 収 入 3,011,595    29,998    3,041,593    

５ 雑 入 2,718,969    29,998    2,748,967    

22 市 債 4,758,590    79,600    4,838,190    

１ 市 債 4,758,590    79,600    4,838,190    

128,050,258    677,134    128,727,392    歳 入 合 計

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計
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（２） 歳　出 （△印　減）　(単位　千円)

款 項

２ 総 務 費 12,050,578    534,058    12,584,636    

１ 総 務 管 理 費 9,873,488    570,605    10,444,093    

３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 496,497    △31,916 464,581    

４ 選 挙 費 225,889    △4,631 221,258    

３ 民 生 費 60,051,981    249,213    60,301,194    

１ 社 会 福 祉 費 29,286,174    △124,817 29,161,357    

２ 児 童 福 祉 費 22,784,632    210,641    22,995,273    

３ 生 活 保 護 費 7,979,151    163,389    8,142,540    

４ 衛 生 費 16,271,563    △45,775 16,225,788    

１ 保 健 衛 生 費 8,303,856    30,724    8,334,580    

２ 清 掃 費 5,717,628    △76,499 5,641,129    

３ 下 水 道 費 2,250,079    0    2,250,079    

６ 農 林 水 産 業 費 893,619    △8,434 885,185    

１ 農 業 費 893,619    △8,434 885,185    

７ 商 工 費 1,468,737    6,559    1,475,296    

１ 商 工 費 1,468,737    6,559    1,475,296    

８ 土 木 費 6,705,283    △158,972 6,546,311    

２ 道 路 橋 り ょ う 費 1,952,451    22,015    1,974,466    

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計
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（△印　減）　(単位　千円)

款 項

３ 河 川 費 612,017    △57,700 554,317    

４ 都 市 計 画 費 3,185,629    △116,552 3,069,077    

５ 住 宅 費 323,591    △6,735 316,856    

９ 消 防 費 4,691,680    △159,278 4,532,402    

１ 消 防 費 4,691,680    △159,278 4,532,402    

10 教 育 費 13,365,375    359,640    13,725,015    

１ 教 育 総 務 費 3,946,905    △76,818 3,870,087    

２ 小 学 校 費 1,481,405    157,690    1,639,095    

３ 中 学 校 費 948,511    322,150    1,270,661    

４ 高 等 学 校 費 839,342    △16,532 822,810    

６ 社 会 教 育 費 2,728,842    △26,850 2,701,992    

13 諸 支 出 金 303,744    △99,877 203,867    

１ 普 通 財 産 取 得 費 48,722    △48,722 0    

２ 土 地 開 発 公 社 費 83,155    △51,155 32,000    

128,050,258    677,134    128,727,392    歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計
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第２表　継 続 費 補 正

（変　更）

総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額

千円 千円 千円 千円

令和2年度 259,000 令和2年度 259,000

令和3年度 592,000 令和3年度 592,000

令和4年度 812,000 令和4年度 710,690

款 項 事 業 名
補 正 前 補 正 後

２総務費
１総　務
  管理費

本 庁 舎
老 朽 化
対 策 事 業

1,663,000 1,561,690

‐6‐



第３表　繰 越 明 許 費 補 正

４２８，３３３ 千円

９３，２１３ 千円

１ 保 健 衛 生 費 １，５２０，６８７ 千円

３ 下 水 道 費 ５０，０００ 千円

９，９６４ 千円

６，０９２ 千円

８３，１１３ 千円

６０，０００ 千円

金 額

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 事 業

生 活 道 路 （ 市 道 ） 改 良

道 路 橋 り ょ う 費２

（追　 加）

款 項 事 業 名

１ 社 会 福 祉 費３ 民 生 費

民 間 福 祉 施 設 補 助 （ 障 害 者 施 設 ）

民間福祉施設補助（地域密着型施設等）

幹 線 道 路 （ 市 道 ） 整 備 （ 用 地 ）

４ 衛 生 費

雨 水 建 設 改 良 補 助 金

土 木 費８

橋 り ょ う 維 持 補 修

広 域 幹 線 （ 市 道 ） 整 備 （ 用 地 ）
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３ 河 川 費 ３６，８０５ 千円

１，５２９ 千円

１１，０３９ 千円

４，７１２ 千円

６２，７９０ 千円

５，２７１ 千円

６５，１５０ 千円

款 項 事 業 名 金 額

川 越 駅 西 口 都 市 基 盤 整 備

小 学 校 情 報 教 育 推 進

都 市 計 画 費４

教 育 費10

小 学 校 費２

中 学 校 費３

中 学 校 情 報 教 育 推 進

県 道 川 越 越 生 線 交 通 安 全 施 設 整 備

土 木 費８

中 小 河 川 排 水 路 整 備

中 学 校 大 規 模 改 造

小 学 校 大 規 模 改 造

‐8‐



２ 総 務 費 ３ 戸籍住民基本台帳費 26,301 千円 33,979 千円

２ 小 学 校 費 27,148 千円 143,448 千円

３ 中 学 校 費 14,604 千円 281,304 千円

戸 籍 事 務

（変　 更）

戸 籍 事 務

事 　 業　　名

中 学 校 施 設 整 備 中 学 校 施 設 整 備

款 項
補 正 前

教 育 費10

補 正 後

事 　 業　　名 金　   額金　   額

小 学 校 施 設 整 備 小 学 校 施 設 整 備
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

本 庁 舎 等 

 

改修事業費                     

 千円 

 

 

 

 

856,700 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

750,700 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

文 化 施 設 

設 備 整 備 

事 業 費                   

4,500 同 上 同 上 同        上 0 － － － 

第４表 地方債補正 

 

（変 更） 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

美術館改修 

整備事業費 

千円

11,200 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

千円

5,800 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

総合体育館 

設 備 改 修 

事 業 費 

41,800 同 上 同 上 同 上 30,400 同 上 同 上 同 上
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

民 間 社 会 

福 祉 施 設 

整備事業費                 

千円 

 

 

 

 

251,200 

 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

243,600 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

公 立 保 育 

施 設 整 備 

事 業 費                   

24,700 同 上 同 上 同        上 11,900 同 上 同 上 同        上 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

清 掃 運 搬 

施 設 整 備 

事 業 費 

千円

9,900 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

千円

0 －

％ 

－ －
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

農業ふれあ 

いセンター 

改 修 整 備 

事 業 費             

千円 

 

 

 

 

31,900 

 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

42,400 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

道 路 環 境 

整備事業費 

千円

120,900 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

千円

106,600 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

道 路 新 設 

改良事業費 

221,300 同 上 同 上 同 上 208,700 同 上 同 上 同 上
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

橋 り ょ う 

新 設 改 良 

事 業 費 

千円

109,000 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

千円

132,800 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

河 川 整 備 

事 業 費 

430,500 同 上 同 上 同 上 376,200 同 上 同 上 同 上
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

南 古 谷 駅 

周 辺 地 区 

整備事業費 

千円

38,900 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

千円

26,900 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

新 河 岸 駅 

周 辺 地 区 

整備事業費 

5,800 同 上 同 上 同 上 9,000 同 上 同 上 同 上
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

街路事業費 

千円

106,300 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

千円

78,300 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

公 園 整 備 

事 業 費 

212,400 同 上 同 上 同 上 202,200 同 上 同 上 同 上
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

公 営 住 宅 

 

改修事業費                     

千円 

 

 

 

 

52,900 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

38,500 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

小学校施設 

 

整備事業費                    

119,500 同 上 同 上 同        上 187,000 同 上 同 上 同        上 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

小 学 校 

大規模改造 

事 業 費 

千円

3,600 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

千円

47,700 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

中学校施設 

整備事業費 

46,900 同 上 同 上 同 上 263,300 同 上 同 上 同 上
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

中 学 校 

大規模改造 

事 業 費                    

千円 

 

 

 

 

7,200 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

52,100 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

高 等 学 校 

改 修 整 備 

事 業 費                   

85,200 同 上 同 上 同        上 68,600 同 上 同 上 同        上 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

学童保育室 

 

整備事業費                    

千円 

 

 

 

 

16,000 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

14,200 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

公民館改修 

 

整備事業費                    

18,300 同 上 同 上 同        上 12,400 同 上 同 上 同        上 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

図書館改修 

 

整備事業費                    

千円 

 

 

 

 

29,300 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

26,200 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 
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議 案 第 ２ １ 号  

   令 和 ４ 年 度 川 越 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ）  

  

 令 和 ４ 年 度 川 越 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）  

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  1 , 2 1 6千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳

入 歳 出 そ れ ぞ れ 3 3 , 8 8 8 , 9 8 1千 円 と す る 。  

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金

額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。  

                                  

  令 和 ５ 年 ２ 月 １ ３ 日 提 出  

 

                       川 越 市 長   川   合   善   明     

‐24‐



第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

 （１） 歳　入 (単位　千円)

款 項

５ 繰 越 金 442,985    1,216    444,201    

１ 繰 越 金 442,985    1,216    444,201    

33,887,765    1,216    33,888,981    

 （２） 歳　出 (単位　千円)

款 項

７ 諸 支 出 金 153,266    1,216    154,482    

１ 償 還 金 利 子 及 び 還 付 加 算 金 152,929    1,216    154,145    

33,887,765    1,216    33,888,981    

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計

歳 入 合 計
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議 案 第 ２ ２ 号  

   令 和 ４ 年 度 川 越 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

  

 令 和 ４ 年 度 川 越 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）  

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  2 5 8 , 7 7 2千 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額

を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  5 , 0 5 6 , 3 2 8千 円 と す る 。  

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金

額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。  

                                  

  令 和 ５ 年 ２ 月 １ ３ 日 提 出  

 

                       川 越 市 長   川   合   善   明     
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第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

 （１） 歳　入 　（△印　減）　(単位　千円)

款 項

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 4,388,868    △180,000    4,208,868    

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 4,388,868    △180,000    4,208,868    

２ 繰 入 金 909,128    △78,772    830,356    

１ 一 般 会 計 繰 入 金 909,128    △78,772    830,356    

5,315,100    △258,772    5,056,328    

 （２） 歳　出 　（△印　減）　(単位　千円)

款 項

１ 総 務 費 144,181    △16,261    127,920    

１ 総 務 管 理 費 130,066    △16,261    113,805    

２ 広 域 連 合 納 付 金 5,161,819    △242,511    4,919,308    

１ 広 域 連 合 納 付 金 5,161,819    △242,511    4,919,308    

5,315,100    △258,772    5,056,328    歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計

歳 入 合 計

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計
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議 案 第 ２ ３ 号  

   令 和 ４ 年 度 川 越 市 歯 科 診 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ）  

  

 令 和 ４ 年 度 川 越 市 歯 科 診 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 歳 入 予 算 の 補 正 ）  

第 １ 条  歳 入 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 予 算 の 金 額 は 、  

 「 第 １ 表 歳 入 予 算 補 正 」 に よ る 。  

                                  

  令 和 ５ 年 ２ 月 １ ３ 日 提 出  

 

                       川 越 市 長   川   合   善   明     
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第 １ 表　歳 入 予 算 補 正

（１） 歳　入 （△印　減）　(単位　千円)

款 項

１ 診 療 収 入 31,262    △3,999 27,263    

１ 外 来 収 入 31,262    △3,999 27,263    

３ 繰 入 金 38,984    3,999    42,983    

１ 他 会 計 繰 入 金 38,984    3,999    42,983    

78,779    0    78,779    

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計

歳 入 合 計
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議 案 第 ２ ４ 号

令 和 ４ 年 度 川 越 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ）

（ 総 則 ）

第 １ 条 令 和 ４ 年 度 川 越 市 水 道 事 業 会 計 の 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 業 務 の 予 定 量 の 補 正 ）

第 ２ 条 令 和 ４ 年 度 川 越 市 水 道 事 業 会 計 予 算 （ 以 下 「 予 算 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 に 定 め た 業 務 の 予

定 量 を 次 の と お り 補 正 す る 。

（ 項    目 ） （ 既 決 予 定 量 ） （ 補 正 予 定 量 ） （ 計 ）

⑷ 主 要 な 建 設 改 良 事 業 の 概 要

配 水 管 新 設 、 改 良 等 事 業 費 3 , 4 5 5 , 1 0 5千 円 △ 3 6 3 , 7 0 0千 円 3 , 0 9 1 , 4 0 5千 円

（ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 補 正 ）

第 ３ 条 予 算 第 ３ 条 に 定 め た 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 を 次 の と お り 補 正 す る 。

（ 科    目 ） （ 既 決 予 定 額 ） （ 補 正 予 定 額 ） （ 計 ）

収     入  

第 １ 款 水 道 事 業 収 益 6 , 9 3 3 , 0 5 5千 円 △ 3 8 , 1 6 0千 円 6 , 8 9 4 , 8 9 5千 円

第 ２ 項  営 業 外 収 益 6 0 8 , 3 6 8千 円 △ 3 8 , 1 6 0千 円  5 7 0 , 2 0 8千 円

支     出  

第 １ 款 水 道 事 業 費 用 6 , 4 1 3 , 4 5 9千 円 △ 3 0 , 0 0 0千 円 6 , 3 8 3 , 4 5 9千 円
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 第 １ 項  営 業 費 用  6 , 3 0 4 , 1 5 7千 円   △ 3 0 , 0 0 0千 円  6 , 2 7 4 , 1 5 7千 円

（ 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 補 正 ）  

第 ４ 条 予 算 第 ４ 条 本 文 括 弧 書 を 「 （ 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 す る 額 2 , 7 7 0 , 9 9 9

千 円 は 、 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 1 9 6 , 4 8 0千 円 、 減 債 積 立 金 2 0 0 , 0 0 0千

円 、 建 設 改 良 積 立 金 1 0 0 , 0 0 0千 円 、 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 2 , 0 3 7 , 8 7 8千 円 及 び 当 年 度 分 損 益

勘 定 留 保 資 金 2 3 6 , 6 4 1千 円 で 補 填 す る も の と す る 。 ） 」 に 改 め 、 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額

を 次 の と お り 補 正 す る 。  

（ 科    目 ） （ 既 決 予 定 額 ） （ 補 正 予 定 額 ） （ 計 ）

収     入  

第 １ 款 資 本 的 収 入 1 , 1 5 4 , 2 2 5千 円 △ 2 4 , 6 8 9千 円 1 , 1 2 9 , 5 3 6千 円

第 ３ 項 工 事 負 担 金 4 2 1 , 6 7 1千 円 △ 2 4 , 6 8 9千 円  3 9 6 , 9 8 2千 円

支     出  

第 １ 款 資 本 的 支 出 4 , 3 1 4 , 2 3 5千 円 △ 4 1 3 , 7 0 0千 円 3 , 9 0 0 , 5 3 5千 円

第 １ 項 建 設 改 良 費 3 , 6 0 1 , 6 2 7千 円 △ 4 1 3 , 7 0 0千 円 3 , 1 8 7 , 9 2 7千 円

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ３ 日 提 出

  川 越 市 長  川  合   善   明
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議 案 第 ２ ５ 号

令 和 ４ 年 度 川 越 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ）

（ 総 則 ）

第 １ 条 令 和 ４ 年 度 川 越 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 の 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

（ 業 務 の 予 定 量 の 補 正 ）

第 ２ 条 令 和 ４ 年 度 川 越 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算 （ 以 下 「 予 算 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 に 定 め た 業

務 の 予 定 量 を 次 の と お り 補 正 す る 。

（ 項    目 ） （ 既 決 予 定 量 ） （ 補 正 予 定 量 ） （ 計 ）

⑷ 主 要 な 建 設 改 良 事 業 の 概 要

公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業 費 1 , 0 7 7 , 1 1 3千 円 △ 4 0 , 0 0 0千 円 1 , 0 3 7 , 1 1 3千 円

公 共 下 水 道 施 設 改 良 事 業 費   9 3 6 , 1 6 6千 円 △ 2 3 4 , 4 5 3千 円  7 0 1 , 7 1 3千 円

（ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 補 正 ）

第 ３ 条 予 算 第 ３ 条 に 定 め た 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 を 次 の と お り 補 正 す る 。

（ 科    目 ） （ 既 決 予 定 額 ） （ 補 正 予 定 額 ） （ 計 ）

収     入  

第 １ 款 下 水 道 事 業 収 益 6 , 3 3 1 , 4 3 6千 円 △ 1 7 , 5 0 0千 円 6 , 3 1 3 , 9 3 6千 円

第 １ 項 営 業 収 益 4 , 6 3 4 , 1 1 5千 円 △ 7 , 0 0 0千 円 4 , 6 2 7 , 1 1 5千 円
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第 ２ 項 営 業 外 収 益 1 , 6 7 7 , 5 3 5千 円 △ 1 0 , 5 0 0千 円 1 , 6 6 7 , 0 3 5千 円

支     出  

第 １ 款 下 水 道 事 業 費 用 6 , 1 3 5 , 1 9 2千 円  6 , 6 2 8千 円 6 , 1 4 1 , 8 2 0千 円

第 １ 項 営 業 費 用  5 , 8 3 8 , 8 0 7千 円 △ 1 1 , 5 0 0千 円 5 , 8 2 7 , 3 0 7千 円

第 ２ 項 営 業 外 費 用  2 6 7 , 1 5 3千 円 1 8 , 1 2 8千 円  2 8 5 , 2 8 1千 円

（ 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 補 正 ）

第 ４ 条 予 算 第 ４ 条 本 文 括 弧 書 を 「 （ 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 す る 額 2 , 4 4 5 , 8 6 3

千 円 は 、 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 1 4 8 , 6 2 4千 円 及 び 過 年 度 分 損 益 勘 定

留 保 資 金 2 , 2 9 7 , 2 3 9千 円 で 補 填 す る も の と す る 。 ） 」 に 改 め 、 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 を

次 の と お り 補 正 す る 。  

（ 科    目 ）  （ 既 決 予 定 額 ）  （ 補 正 予 定 額 ）  （ 計 ）

収 入

第 １ 款 資 本 的 収 入 8 7 1 , 8 6 2千 円  1 7 , 5 0 0千 円 8 8 9 , 3 6 2千 円

第 ７ 項 他 会 計 補 助 金  1 8 8 , 5 2 1千 円  1 7 , 5 0 0千 円   2 0 6 , 0 2 1千 円

支     出  

第 １ 款  資 本 的 支 出 3 , 6 0 9 , 6 7 8千 円 △ 2 7 4 , 4 5 3千 円 3 , 3 3 5 , 2 2 5千 円

 第 １ 項  建 設 改 良 費 2 , 4 7 2 , 6 2 5千 円 △ 2 7 4 , 4 5 3千 円 2 , 1 9 8 , 1 7 2千 円

（ 継 続 費 の 補 正 ）  

第 ５ 条 継 続 費 を 次 の と お り 補 正 す る 。
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款 項 事業名
補 正 前 補 正 後

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額

1 資 本

的 支

出

1 建 設

改 良

費

新 宿 町 二 丁

目 下 水 道

管 路 施 設

更 生 事 業

千円 千円 千円 千円

404,712 

令和２年度 0 

303,259 

令和２年度 0 

令和３年度 150,000 令和３年度 150,000 

令和４年度 254,712 令和４年度 153,259 

（ 他 会 計 か ら の 補 助 金 の 補 正 ）

第 ６ 条 予 算 第 １ １ 条 中 「 2 2 4 , 3 3 7千 円 」 を 「 2 3 5 , 8 3 7千 円 」 に 改 め る 。

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ３ 日 提 出

  川 越 市 長  川  合   善   明
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